
開　会

閉　会

□  要綱第３条第３号該当：

□  要綱第３条第４号該当：

事 務 局

（出席人数：６人） 福祉部長　戸張　昌代 、福祉部次長　折原　武志

　障がい者支援担当主幹　榎本　雅明、相澤　寿昭　

次第及び公開・一部
公開・非公開の区分

（１）会長及び副会長の選出について（公開）
（２）第７期春日部市障害福祉計画の策定について（公開）

□  要綱第３条第１号該当：

□  要綱第３条第２号該当：一部公開・非公開
の場合はその理由

会　議　録

会議の名称 　第１回春日部市障害者計画等審議会

開 催 日 時 令和５年７月１９日(水)

　篠江 正則、吉原　満、高橋　由紀子、海野 洋子、吉田 久美子

（出席人数：１６人)　会長 小澤　昭彦、八木原　みき、

　清水　雄幸、遠藤　賢、羽鳥 一子、寺嶋　祐人、松村　真理子

出

席

者

　細井　道栄、飯澤　育世、武笠　美幸、佐藤 正幸、

　春日部市役所　全員協議会室

議長(会長等)氏名 　小澤　昭彦

　障がい者支援担当主査　清水　亜由美

委員氏名

様式第６号（第１７条関係）

(４－１)

会議録署名の指定
　飯澤　育世　委員

午後１時３０分

午後２時３０分

開 催 場 所

□　録音テープ等を使用した全文記録

■　録音テープ等を使用した要点記録

説 明 者
そ の 他

　障がい者支援課長　　　内藤　道夫

配 布 資 料

（１）資料１：春日部市障害者計画等審議会条例
（２）資料２：第７期春日部市障害福祉計画説明資料
（３）資料３：第７期春日部市障害福祉計画［試案］
（４）資料４：事業所アンケート

会議録の作成方法

□　要点記録



次回の審議会で説明する。

議　長 　目次の右側に障害の表記の使い分けについて説明があるが、定義の説明

ところがあるが、この違いは何か。

事務局 　第７期障害福祉計画策定に関する埼玉県の説明会が７月末に行われるため、

現在の試案は仮の内容で作成している。説明会により変更があった場合は、

事務局 【資料２及び資料３に基づき説明する】

議　長 【委員に意見及び質問等を求める】

委　員 　計画の進捗状況について、実績値が入っているところと入っていない

議　長 【議事（２）第７期春日部市障害福祉計画の策定について】

【事務局に説明を求める】

により副会長の選出を求める。

議　長 【松本　久男 委員を副会長として推薦】

【他の委員より異議無しの声あり：松本　久男 委員が副会長となる】

会　長 【会長あいさつ】

議　長 【会長が選出されたので会長が議長となる】

　春日部市障害者計画等審議会条例第５条の規定に基づき、委員の互選

により会長の選出を求める。

委　員 【小澤　昭彦 委員を会長として推薦する声あり】

【他の委員より異議無しの声あり：小澤　昭彦 委員が会長となる】

【傍聴人：０人】

【議事（１）会長及び副会長の選出について】

　春日部市障害者計画等審議会条例第５条の規定に基づき、委員の互選

仮議長 【議事録署名人の選任：飯澤　育世 委員】

【会議公開の宣言】

【傍聴人の有無について確認】

【仮議長の選出】

　会長が不在であるため事務局より仮議長を選出する。

　仮議長として 福祉部長 戸張　昌代 を選出する。

事務局 【委員紹介】

【事務局職員紹介】

【会議成立の報告：委員１８人中１６人出席】

事務局 【開会】

市　長 【委嘱状交付】

(４－２)

【市長あいさつ】



議　長 【その他の連絡事項について】

【事務局に説明を求める】

事務局 【次回の審議会の日程等について説明する】

議　長 【意見及び質問は無く全ての議事が終了】

計画が作れるようにしていただきたい。

事務局 　了承した。次期は、委員からそういった要望があった旨を踏まえて

検討していく。

障がいを持つ方でも分かりやすいことを基本としてほしい。

　これらの計画は、障がいを持つ方にとって重要であるので、次期の

計画策定にはコンサルタント会社への依頼も視野にいれて、より良い

ではない。そのため、障害者計画については、引き続き現在の冊子を

参照することとなる。

委　員 　冊子の作成に当たっては、障害者差別解消法にもあるように、どんな

されないのか。

事務局 　第４期障害者計画の計画期間は令和８年度までのため、基本的理念

や目的など必要な部分については転記するが、すべてを掲載するわけ

一体的な冊子として作成した。第７期障害福祉計画は単独の冊子として

　 作成する。

委　員 　第７期障害福祉計画の冊子には、第４期障害者計画の内容は掲載

の内容を使い、障害福祉計画部分のみ変更し印刷するということでよいか。

事務局 　障害者計画と障害福祉計画は、根拠法が異なっており、計画期間が

それぞれ６年と３年となっている。前回は策定時期が同じだったので

事務局 　計画本体は職員が作成する。印刷・製本については、視覚障がい者へ

の情報保障に必要な加工をするため印刷業者に依頼する予定である。

委　員 　今年度は障害福祉計画のみの策定とのことだが、障害者計画は第４期

議　長 として表現に違和感があるため、修正したい。

事務局 　了承した。

委　員 　今期の計画には、コンサルタント会社は入らないのか。

(４－３)

発　言　者 発言内容　・　決定事項

委　員 【閉会】

飯澤　育世

署名者の職・氏名

　会議終了

　　令和５年７月２６日

春日部市障害者計画等審議会委員

　議事の顛末・概要を記載し、その相違なきことを証するためここに署名する。


